
（公印省略）

　船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第二条第六項の規定に基づき
主務大臣が定める物質を定める告示の一部を改正する告示（令和五年厚生労働
省・国土交通省・環境省告示第二号）を別添のとおり令和５年７月31日に公布
したので、ご了知頂きますようお願いいたします。
　また、関係各位への周知方お取り計らい頂きますようお願いいたします。

国 海 環 第 69 号

令和５年７月31日

一般社団法人　日本船舶品質管理協会
　専務理事　　濱田　哲　　殿

国土交通省海事局海洋・環境政策課長

　　今井　新

船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第二条第六項の規定に基づき
主務大臣が定める物質を定める告示の一部改正について（周知）



令和５年７月 

国 土 交 通 省 

 

船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第二条第六項の規定に基づ
き主務大臣が定める物質を定める告示の一部を改正する告示について 

 
１．背景 
 
 船舶の再資源化解体に従事する者の安全及び健康の確保並びに生活環境の保全

については、国際海事機関（以下「IMO」という。）において、「二千九年の船舶の

安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約」（未発効）に基づき国際的

な規制が行われる予定であるが、我が国では、この規制を既に船舶の再資源化解体

の適正な実施に関する法律（平成 30 年法律第 61 号）の体系に取り入れているとこ

ろ。 
 今般、令和５年４月に開催された IMO の第 10 回汚染防止・対応小委員会におい

て、海中生物が付着することを防止するために使用される「シブトリン」を船舶の

再資源化解体に従事する者の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある

物質（以下「有害物質」という。）に追加することが合意された。 
 こうした健康等を害する有害物質については、船舶の再資源化解体の適正な実施

に関する法律第二条第六項の規定に基づき主務大臣が定める物質を定める告示（平

成 31 年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第１号）において定められているた

め、所要の改正を行う必要がある。 
 

２．概要 
 
 「シブトリン」を有害物質に追加するとともに、その他所要の改正を行う。 

 

３．今後のスケジュール 
 
  公 布：令和５年７月 31 日 

  施 行：令和５年７月 31 日 
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